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令和 2年度埼玉地方審査会の実施要領について（連絡） 

 

 平素より埼玉県弓道連盟推進事業に対し、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

 さて、去る 2月 28日に埼玉第 1回地方審査会（高校の部）の開催中止をご案内申

し上げました。新型コロナウイルスの感染状況は依然拡大傾向にあるようです。審

査会開催にあたっては、公式な判断が非常に難しい状況にあります。しかし、高校

生については、実質 2年間の中で、弓道の各種大会や昇段審査に望むべく日々精進

されていると思います。そんな中で 1,200人の受審申込みがあった生徒諸君に昇段

の機会を残せるか検討した結果、別紙の通り実施要領を策定しました。幾つか課題

はありますが現状での最善策を提示させていただきます。 

 5月末には感染が収束することを期待し審査会の準備を進めますが、感染状況の

推移を見守りながら、その都度判断して参りたいと思います。また弓道場の確保に

ついては、他事業との調整が必要になる場合が生じますので、関係各位のご協力を

お願い申し上げます。 

 なお、第 1回審査会に申込をされた方には、入会金と年会費及び審査料を全額返

金することに致します。返金方法は、県連会計より支部へ送金し、支部から各学校

の担当者に送金致します。 

 今後、運営役員及び審査委員の先生方には急なお願いになることが予想されます

が、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 また、各支部及び学校担当者の先生方には受審者（生徒）への周知をよろしくお

願い申し上げます。 



令和 2年度埼玉地方審査会の特別対応について 

 

 新型コロナウイルス感染防止対策の一環として第 1回審査会（高校の部）を中止

したことによる審査会の見直しを行いました。審査要領については「埼弓連 審 第

5-43号」により実施して参りますが、平成 31年度とは日程・運営方法等が大きく

変わっております。変化点と考え方をお示し、関係各位のご理解とご協力をお願い

申し上げます。また、第 1回審査会に申し込まれた受審者の皆様が安心してご準備

を頂けるよう日程調整をさせて頂きました。一般の審査会につきましては 1回少な

くなりますが、ご容赦いただきたいと思います。 

 

記 

 

１． 第 1回審査会は中止となり、入会金・年会費・審査料は全額お返しする。 

２． 第 2 回と第 3 回審査会は高校 3 年生を対象とし、学校毎にどちらか一方を選択

するが、「どちらでも良い」を歓迎する。 

第 2回を受審した学校は第 3回は受審できない。 

３． 第 2回と第 3回審査会は、当日の学科試験は行わず、合否は後日発表とする。 

  ＜考え方＞新型コロナウイルス感染防止対策として、多人数が長時間同じ部屋に

滞在することを避けるための工夫として全弓連に承認された。 

 事前に問題をお知らせする。答案は審査当日受付に提出後採点する。 

 学校毎にまとめた立順になるよう配慮する。 

 事前に進行表及び立順を学校毎にお知らせする。行射審査時間に余裕をもっ

て来場し、学校単位で受付をする、行射が終了した受審者（学校）は速やか

に帰宅する。 

４． 8月の臨時審査会は 3回に分けて実施する。 

 9日は一般を対象として実施する。 

暑い時期ではあるが、4段受審者は着物着用とする。 

プールの開場と重なり駐車場が有料（820円）となるが、上尾駅東口⇔武道

館直行（200円）バスが運行される。 

 1 日と 13 日は高校 2・3 年生を対象とし、どちらか一方の選択制（学校毎）

とするが、「どちらでも良い」を歓迎する。 

５． 第 4回から第 6回と臨時審査会は審査規程に則った（通常通り）運営を行う。 

６． 8月の臨時審査会については、通常通りの運営を予定しているが、今後の社会状

況の変化に対応するため、変更の可能性が残っている。 

以上 

 

 

ご不明な点がございましたら下記へご連絡ください。 
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